
研究活動上の不正行為に係る調査の流れ	

３０日 

予備調査終了 
→本調査要否を決定   

告発の受付 
（もしくは予備調査指示）   

６０日 

本調査開始 

２１０日 

本調査終了 
→調査結果の認定 

約２３０日 

再調査開始 
不服申し立て 

約２８０日 

再調査終了 

約３１０日 

再発防止策完成 
最終報告書提出 
外部公表（報告書提出後） 

調査プロセス   タイムライン ※このタイムラインは、調査が最も長期間に及ぶケースを想定している 

⑥調査委員会の委員の構成に関する異議申し立て（第１０条第２項） 
    ・通知を受け取った日から7日以内 

⑨調査結果の通知 
（第１９条第６項） 

一般教職員	

外部（一般県民等）	

⑱ 調査結果の公表 
（第３１条第１項～第６項）   

⑰最終報告書の提出（第３０条第１項） 

※告発者は第３２条 
    の規定で保護される。 
 

随時状況報告 

⑤調査委員会の設置 
（第９条第１項） 

理事長	
必要と判断した事項を随時報告 

配分機関	

被告発者	

③通報に関する第一報 

    ①研究活動上の不正行為 
        に関する告発（第４条第１項）	

告発窓口	
（大学事務局総務課）	

コンプライアンス委員会	

教員の中から選出されたもの	

委員長  研究倫理教育責任者	

②コンプライアンス委員会に速や 
    かに報告 （第３条第２項第２号） 
  

（速やかに窓口担当者 
  につなぐ（詳細確認不要）） 

告発者	

一般教職員	

④予備調査の実施（第６条、第７条） 
 ・予備調査結果を受け、総括責任者と協
議の上、告発を受け付けた日から３０日以
内に本調査の要否を決定する（第８条第１
項） 

総括責任者（学長）	

調査委員会	

委員長  コンプライアンス委員長	
           （研究倫理教育責任者）	

⑦調査対象制度の研究費の一時使用停止命令(第１４条） 
   本調査に関する証拠の保全（第１５条） 

⑧本調査の実施（第１２条第１項） 
    開始：本調査実施の決定から３０日以内 
    終了：調査開始から１５０日以内 
             →調査結果の認定（第１９条第１項） 

⑪承認結果の通知 
   【調査結果を承認】or 【再調査を指示】 
    （第２１条第２項）      （第２１条第３項） 
    （第２４条第５項） 

⑩調査結果の承認（第２１条第１項） 
                            （第２４条第４項）  

⑬再調査の実施 
    （第２４条第１項～第４項） 
    ・再調査開始から５０日以内に再調査   
      結果の認定 
 
※再調査後⑨～⑪のプロセスを再度実施する 
   （但し、再々調査は実施しない） 

⑫調査結果に対する不服申し立て（第２３条第１項） 
     ・調査結果の通知を受け取った日から１４日以内 

⑯再発防止策の策定（第２５条） 
 ・調査結果の認定があった日から 
   ３０日以内 

※被告発者は第３３条 
    の規定で保護される。 
 

⑭研究費の一時使用停止及び証拠の保全措置の解除（第２８条） 

⑮※研究活動上の不正行為が認定された場合 
    研究費の使用中止命令（第２６条） 
    関係者の処分（第２９条）    論文等の取下げ等の勧告（第２７条第１項） 

総括責任者が指名する学内の研究者	

通知の内容	 条文	 通知する人	
通知される人	

告発者	 被告発者	 配分機関	 関係省庁	

本調査実施の決定	 第８条第２項	

コンプライアンス	  
委員会	

○	 ○	 ○	 ○	

本調査を行わない決定	 第８条第３項	 ○	

調査委員会委員の決定	 第１０条第１項	 ○	 ○	

調査委員会委員の交代	 第１０条第３項	 ○	 ○	

本調査結果	 第２２条	

総括責任者	

○	 ○	 ○	 ○	

不服申立ての事実、	  
却下又は再調査開始	

第２３条第７項	 △	 △	 ○	 ○	

再調査の打ち切り	 第２４条第２項	 △	 △	

再調査結果	 第２４条第６項	 ○	 ○	 ○	 ○	

関係者への通知 調査の透明性確保のため、調査の各段階で関係者への通知を規定している 

大学事務局長	

総括責任者が指名する外部有識者	
（うち1名は法律の知識を有する者）	

〈委員の指名に関して〉 
     ・委員の過半数は外部有識者    
     ・総括責任者による指名は、コンプライア 
       ンス委員会の意見を聴いて行う 


